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第1章  計画概要 
 

1-1  これまでの取組 
本市の公共交通は，鉄道，路線バス，タクシー，空港等により構成されています。このうち

路線バスについては，市内を広く運行し市民生活の足として重要な役割を果たしていますが，

その利用者は，モータリゼーションの進展などにより，2005 年（平成 17 年）にはピーク時（1967

年（昭和 42 年））の３分の１となる年間 1,630 万人まで減少しました。このことにより，路線

バスの維持が課題となってきたことから，市・バス事業者・市民がそれぞれの役割を認識し，

一体となって将来的なバス交通の活性化へ向けて取り組む環境を整え，地域の公共交通の維持・

存続を目指し，「旭川市バス交通活性化計画」を 2008 年（平成 20 年）6 月に策定しました。 

この計画に基づき，公共交通マップの全戸配布や自転車とバスの乗換え環境の改善を図るた

めに，バス停付近に駐輪場を整備するサイクル＆バスライド事業を実施したほか，2013 年（平

成 25 年）10 月から東旭川町米飯地域でのデマンド型（予約制）交通の導入を行いました。 

2013 年（平成 25 年）11 月には，路線バスのみならず，鉄道やタクシーも含めた本市の公共

交通の維持・確保・改善を更に強化していくため，公共交通全体の将来像を「旭川市公共交通

グランドデザイン」として取りまとめました。さらに，旭川市公共交通グランドデザインの方

向性を市民や交通事業者とともに連携し，より具体的に推進するため，2014 年（平成 26 年）

１月に「旭川市地域公共交通総合連携計画」を策定し，バス事業者２社のＩＣカードの共通化

や，バスのリアルタイムな運行状況提供するバスロケーションシステムの導入など公共交通に

関する多様な取組を実施しました。 

2019 年（平成 31 年）1 月には，地域にとって望ましい公共交通網を示すマスタープランで

ある「旭川市地域公共交通網形成計画」を策定し，同年，環状通り循環線の実証実験，2022 年

（令和 4 年）には豊里地区のセミデマンド型交通を導入するなど，本市の公共交通網を維持，

確保するための取組を進めてきました。 

1-2  計画策定の背景 
本市では，これまで様々な取組を行ってきましたが，人口減少や少子高齢化が進行する状況

において，公共交通利用者は減少し続け，全国的に課題となっているバス運転手不足もあり，

本市の路線バスの維持がより困難な状況となっています。さらに，2016 年（平成 28 年）11 月

には，ＪＲ北海道が経営難から「当社単独では維持することが困難な線区」を発表し，本市を

起終点とする宗谷本線，石北本線，富良野線がその対象となり，公共交通を取り巻く環境は，

より一層厳しいものとなっています。 

一方，本市においては，2015 年度（平成 27 年度）に総合的なまちづくりの指針である第８

次旭川市総合計画を策定し，都市づくりの基本方策の一つとして「コンパクト化」と「ネット

ワーク化」の推進を示しました。今後も進む少子高齢化・人口減少下においても持続可能な都

市づくりを進めていくため，「歩いて暮らせる生活範囲」を基本的なスケールとして，居住や都

市機能の集積とそれと連携した交通体系の充実等の取組が求められており，公共交通の役割が

より一層高まっています。 

乗車人員の減少等や運転手不足の深刻化，公共交通を確保・維持するための公的負担の増加

等により，地域が自ら交通をデザインしていくことの重要性の高まりを受け，2020 年（令和 2

年）11 月に地域公共交通の活性化及び再生に関する法律が改正され，地域公共交通計画の作成

や実施が努力義務化されました。さらに新型コロナウイルス感染症の影響に伴い，事業者の経

営努力が限界に達し，近年は郊外部の不採算路線の減便が進みつつあり，今後，住民の移動ニ

ーズを充足できなくなることが懸念されています。 

そのため，公共交通の課題や，社会・人口動態，及び公共交通事業者，利用者等の意見を踏

まえ，今後も確保していくべき公共交通網のあり方を整理した上で，それを実現するため効率

的な公共交通体系の構築が喫緊の課題となっていることから，「旭川市地域公共交通網形成計画」

を見直し，持続可能な公共交通網の形成のため，「旭川市地域公共交通計画」を策定します。 



第 1 章 計画概要 

－2－ 

1-3  計画策定の目的 
こうした状況を踏まえ，市と事業者が適切に役割を分担しながら，第８次旭川市総合計画に

定められたまちづくりの方向性と整合性を図りつつ，旭川市都市計画マスタープランや立地適

正化計画と連携しながら，公共交通ネットワークの効率化を図ることにより，今後も持続可能

でより市民ニーズに合致するとともに，観光などの広域的な視点を考慮した公共交通網を形成

するため，「旭川市地域公共交通計画」を策定します。 

 

1-4  計画の位置づけ 
本計画は，「第８次旭川市総合計画」を上位計画とし，「地域公共交通の活性化及び再生に関

する法律」第５条に規定される「地域公共交通計画」として策定します。「旭川市都市計画マス

タープラン」や「旭川市立地適正化計画」「北海道上川地域公共交通計画」等と連携しながら，

持続可能なまちづくり推進の観点を重視した持続的な公共交通網の形成を目指します。 

 

 

  

旭川市地域公共交通網形成計画 
■上位計画 

引継 

連携 

■関連計画 
・旭川市都市計画マスタープラン 
・旭川市立地適正化計画 
・北海道上川地域公共交通計画 
・その他，環境，観光などの計画 



第 1 章 計画概要 

－3－ 

第 8 次旭川市総合計画 
【2015 年度（平成 27 年度）策定】 

※2019 年度（令和元年度）基本計画改定 

  計画期間：2016 年度（平成 28 年度）～2027 年度（令和 9 年度） 
  都市構造の方向性：コンパクトで効率的な都市構造の構築に向けた取組を計画的に進め

るほか，市民一人一人のライフスタイルの転換を図り，持続可能で低炭素なまちを目指

す。各地域が持つ個性を生かした活動の促進や市内外の効率的な交通ネットワークの充

実などに取り組み，まち全体の魅力と利便性の向上を図る。 
  都市づくりの基本方策：「歩いて暮らせる生活範囲」を基本的なスケールとし，まとまり

ある居住エリアの形成や都市機能の「コンパクト化」への取組と，それと連携した交通

体系の機能充実など「ネットワーク化」への取組を進める。 
 

旭川市都市計画マスタープラン 【2016 年度（平成 28 年度）改定版】 

  計画期間：2017 年度（平成 29年度）～2036 年度（令和 18年度） 

  基本的な考え方：「コンパクト化」と「ネットワーク化」の推進 

  公共交通に関する基本方針： 

  中心市街地や地域核拠点等の相互の連携を強化するとともに，まとまりのある居住

エリアと中心市街地，地域核拠点等を結ぶため，公共交通ネットワークの維持，充実

に取り組む。 

  郊外・農山村部などの公共交通空白地域における公共交通の確保について，地域の

実情に応じた枠組みづくりを進める。 

  公共交通情報を積極的に発信する環境を整備するとともに，誰もが利用しやすくな

るよう交通施設や公共交通にバリアフリーやユニバーサルデザインの視点を取り入

れ，公共交通の利用拡大に取り組む。 

  本市を訪れる人々などの移動手段として，公共交通を軸とした利便性の高い交通体

系の充実に取り組む。 
  人・物・情報の交流を支える広域交通基盤を確保するため，鉄道路線や輸送力の維持

に向けた対応に取り組む。 
  まとまりのある居住エリアと中心市街地や地域核拠点等を結ぶため，ＪＲ旭川駅付

近における鉄道，バス，自動車や自転車による交通結節機能を強化し，公共交通の利

便性向上に取り組む。 
  主要な駅の利便性を高めるため，バリアフリー化や緑化に配慮しながら，利用しや

すく親しみやすい駅周辺の整備に取り組む。 
 

旭川市立地適正化計画 
【2017 年度（平成 29 年度）策定】 

※2023 年度（令和 5年度）改定 

  計画期間：2018 年度（平成 30年度）～2036 年度（令和 18年度） 

  目指す都市像：『誰もが徒歩や公共交通で安心快適に暮らせる都市』 

『北北海道の都市活力を牽引する都市』 

  基本方針：【公共交通等との連携】拠点や居住地の形成と連携のとれた交通軸の構築 

  中心市街地や高校・大学，広域での利用が求められる基幹的な病院などと各地域核

拠点や周辺自治体を結ぶ，サービスレベルの高い公共交通ネットワークの形成が必

要不可欠となることから，旭川市地域公共交通計画における取組と連携を図りなが

ら，利便性が高く，持続可能な交通軸の構築を目指す。 

  地域核拠点等においては，誰もが徒歩や自転車，公共交通等により安心快適に暮ら

せるよう，地域の実情にあった交通手段の確保に努めるとともに，交通結節機能の

充実を図る。 
  



第 1 章 計画概要 

－4－ 

1-5  計画期間 
本計画の期間は，2027 年度（令和 9 年度）までとします。 

ただし，コンパクトなまちづくりは長期的な取組であることから，旭川市都市計画マスター

プランに示されるおおむね 15年後（2036 年度）の将来像を見据えた計画とします。 

 

1-6  計画区域 
計画の区域は，市域全域を対象とします。 

なお，本市を中心とした広域の生活圏が形成され，観光面での連携も図られていることから，

周辺市町とのつながりも考慮した計画とします。 

 

 

図 1-1 計画区域 
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第2章  本市を取り巻く現状と課題 

2-1  地域の現状 

（1） 気候・道路網 

  年間の寒暖差が大きく，約半年間の積雪期があります。 

  道路網は，２環状８放射道路により骨格が形成され，４車線道路などの幅員の広い道

路が網目状に整備されています。 

 

出典：気象庁 過去の気象データ 

※1991 年～2020 年の 30 年間の観測平均 

図 2-1 年間平均気温・降水量 
 

図 2-2 道路網 

 

（2） 人口推移 

  本市の将来予測では，人口減少，少子高齢化が続くと想定されています。 

  2022 年の本市の人口は，32.5 万人ですが，今後 5 年間（2027 年）で人口は 1.3 万人

（４％以上）減少し，高齢化率は約２ポイント増加する見込みです。 

 
出典：住民基本台帳，推計値は第 8 次旭川市総合計画 

図 2-3 旭川市の人口推移  
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（3） 人口分布 

  本市の人口は，市中心部に集中しており，半径５㎞の範囲に人口密度の高い地区が多

くなっています。その外側の地域では，人口が広く分散しており，中心部と比較して

高齢化率が高くなっています。 

 

 

 

 

 
出典：令和 2 年国勢調査，国立社会保障・人口問題研究所 H30 年推計（H27 国勢調査を基にした推計値） 

図 2-4 人口分布（左）高齢化率の分布（右） 

 

（4） 施設の集積 

  基幹的病院，大学，短大，高等学校，大規模小売店舗等の生活利便施設は，中心市街

地や地域拠点核に集積しています。 

  特に人口が集積地する市中心部の半径 5km 以内のエリアに立地しています。 

 

 
※基幹的病院：二次救急医療の病院群輪番制実施医療機関 

図 2-5 生活利便施設の立地状況 

総人口 高齢化率 
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（5） 移動実態 

  通勤，通学ともに市内での移動が多くなっていますが，東川町，東神楽町，鷹栖町な

ど市外への移動も見られます。また，周辺市町からの流入も多く見られます。 

 

    
出典：令和 2 年国勢調査 

図 2-6 通勤，通学の移動先（市内または市外） 

 

  

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000

東川町

東神楽町

鷹栖町

美瑛町

当麻町

深川市

上川町

比布町

上富良野町

愛別町

富良野市

士別市

名寄市

和寒町

剣淵町

中富良野町

芦別市

人

旭川市から就業

旭川市へ就業

0 100 200 300 400

東川町

東神楽町

鷹栖町

美瑛町

当麻町

深川市

上川町

比布町

上富良野町

愛別町

富良野市

士別市

名寄市

和寒町

剣淵町

中富良野町

芦別市

人

旭川市から通学

旭川市へ通学通勤 通学 



第 2 章 本市を取り巻く現状と課題 

－8－ 

（6） 観光需要の変化 

  本市の観光入込客数は，2019 年まで年間 530 万人前後で推移しており，外国人宿泊

延数も増加傾向にありましたが，2020 年度，2021 年度は新型コロナウイルス感染症

の流行による行動制限の影響で，著しく減少しました。 

  行動制限の解除に伴い 2022 年度から観光入込客数は回復しつつありますが，以前の

８割程度にとどまっています。 

 

 
出典：旭川市「旭川市ＨＰ観光客入込状況」 

図 2-7 観光客入込数及び外国人宿泊者数の推移 

  

 
出典：旭川市ＨＰ観光客入込状況 

 
出典：平成 28 年観光アンケート調査 

（あさひかわ商工会） 

図 2-8 観光客数の月変動（2022 年度） 図 2-9 観光客の移動手段（市内・道内） 
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2-2  各交通の状況 

（1） 公共交通網 

  本市では，鉄道４路線及び路線バス

が市内外を網羅的に運行しており，

部分的に鉄道とバス路線が並走する

区間が見られます。郊外部において

は，区域運行として，東旭川の米飯

地区で，デマンド交通が運行してお

り，豊里地区は定時・定路線型のセ

ミデマンドバスが運行しています。

そのほか，タクシーや，スクールバ

ス，旭川空港の航空便，都市間バス

など，地域交通から広域交通まで多

様な移動資源が存在しています。 

  鉄道，路線バスによる人口カバー率

は，市全域において 79.3％，居住誘

導区域内において 94.0%です。（駅

半径 500m，1 日 5 往復以上のバス

停半径 300m 圏域） 

出典：令和４年度旭川市路線バス等実態調査業務委託

報告書 

                     

図 2-10 公共交通による人口カバー状況 

 

（2） 鉄道 

  JR 函館本線，宗谷本線，石北本線，富良野線の 4 路線が運行しています。 

  鉄道駅の乗客数（2022 年）は，旭川駅 3,780 人/日，永山駅 335 人/日となっています。 

  2020 年度の大幅な減少は，新型コロナウイルス感染症の影響によるものと考えらます。 

 
出典：旭川市統計書 

図 2-11 旭川駅・永山駅の乗客数の推移  
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（3） 路線バス 

  本市では道北バス（株）が 64 系統，旭川電気軌道（株）は 55 系統が運行し市内を網

羅しているほか，都市間バスが運行しています。 

  路線バス利用者は大きく減少しています。これは，人口減少等により利用者数が減少

しているものと考えられます。 

  2020 年以降の利用者数は新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けていると考え

られます。 

  市民の日常的な移動手段は主に自家用車であり，人口減少が進む中でも登録台数は横

ばいが続いています。 

 
※2012 年を 100％とした推移 

出典：旭川市統計書（自動車登録台数の内，軽自動車を除く乗用車総数） 

旭川市市税概要（自動車登録台数の内，軽自動車数） 

図 2-12 路線バス利用者数の推移，自家用車登録台数 

 

  多くの路線が，旭川駅周辺を発着もしくは経由して運行しています。 

 

 
出典：道北バス，旭川電気軌道 GTFS（2022 年冬期） 

図 2-13 バスの運行数  
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（4） デマンド型交通 

  東旭川町米飯地域では，

地域内及び東旭川駅周

辺で乗降可能な「のり。

タク米飯線」を運行し

ています。 

  豊里地区では，定時定

路線の予約制バスが運

行しており，一部はフ

リー乗降可能なセミデ

マンドエリアとなって

います。 

 

（5） タクシー 

  本市では 12 事業者の法

人タクシーと個人タク

シー，福祉タクシーが

営業しています。 

  輸送人員は新型コロナ

ウイルスによる外出自

粛の影響もあり減少していましたが，2022 年度はわずかに回復の傾向がみられます。 

 

 

 

                    出典：旭川運輸支局調べ 

図 2-15 タクシー輸送人員推移 
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※タクシー事業所は協同組合旭川ハイヤー協会の組員である事業者と 

地方個人タクシー協同組合を表示 

図 2-14 デマンド型交通の運行エリアとタクシー事業所 
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（6） 空港 

  旭川空港の利用は，東日本大震災の影響で大きく落ち込んだ 2011 年から回復し，コ

ロナ禍前は 112 万人前後の利用がありました。2020 年度，2021 年度は新型コロナウ

イルス感染症の流行による行動制限の影響で，著しく減少しましたが，2022 年は国内

線が回復傾向にあります。 

  旭川空港への公共交通は，空港路線バスなどの各種路線バスが運行しているほか，予

約制の定額タクシーが利用できます。 

 

 
出典：旭川市統計書 

図 2-16 旭川空港の利用者の推移 
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（7） その他の輸送資源 

  本市では，スクールバス，福祉有償運送，その他の送迎バスなど多様な輸送資源が存

在しています。 

 

 

図 2-17 送迎バスを運行する施設 

 

（8） 交通事業者の環境 

  バス事業者へのヒアリングによると運転手の年齢構成は 50 代が最も多く，次いで 60

代となっており，約 8 割が 50 代以上です。 

  バス運転手の数は年々減少傾向となっており，タクシー車両数についても減少傾向が

続いています。 

 
※道北バスと旭川電気軌道の 2022 年度の合計数 

出典：令和４年度旭川市路線バス等実態調査業務委託報告書より作成 

図 2-18 バス運転手の年齢構成比 
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※道北バスと旭川電気軌道の合計数 

出典：事業者聞き取り 

図 2-19 バス運転手の人数 

 

図 2-20 タクシー車両数 
 

図 2-21 タクシー運転手の人数 

 
出典：旭川運輸支局調べ 
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（9） 事業者連携による取組の推進 

  本市では，バス事業者間の連携や，バス事業者と鉄道事業者の連携による，公共交通

の利用促進や利便性の向上に取り組んでいます。 

 

あさくるパス（旭川観光用バス乗車券）・かみくるパス（上川管内観光用バス乗車

券）の販売 

2016 年より市内の路線バスに何度も乗り降りできる乗車券を販売しています。 

≪あさくるパス≫ 

乗車可能バス会社 旭川電気軌道・道北バス 

乗車可能エリア 旭川市行政区域内のバス停 

販売方法 

所定の発売場所で購入する

か，販売サイトからモバイ

ルチケットを購入 

  

上川管内の路線バスを何度も乗り降りできる広域乗車券も販売しています。 

≪かみくるパス≫ 

乗車可能バス会社 
旭川電気軌道・道北バス・

ふらのバス 

乗車可能エリア 上川管内のバス停 

販売方法 
販売サイトからモバイルチ

ケットを購入 
 

 

環状通り線の持続可能な運行継続 

2019 年よりバス事業者連携により実施した

旭川環状通循環線の実証実験運行による利用

実態を踏まえ，2023 年からは路線を短縮し

て持続可能な形で運行が開始されています。 

 

 

 

 

 

バス事業者の連携による乗務員確保に向けた取組 

2017 年より旭川電気軌道，道北バス，ふらのバスの 3 社合同に

よる路線バス運転体験合同就職相談会の開催など，バス会社が連

携して乗務員確保のための取組を実施しています。 

 

JR とバスの共通時刻表の作成 

JR とバスの相互の利用促進の取組として，2023 年に「鉄道・バス共通時刻表」を富

良野線，宗谷本線及び石北本線の沿線協議会で作成しました。 

  

春光台緑が丘線 

運行ルート 
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2-3  利用者ニーズ 

（1） 市民の移動実態 

  市民の日常的な移動実態について，年齢区分や居住地外への移動について把握を行い

ました。 

  20 歳未満は，他の年齢区分に比べ公共交通の利用割合が高い傾向があります。 

  20～64 歳は，仕事や通学，通院で公共交通の一定の利用がありますが，買物では利用

率が下がっています。 

  65 歳以上は，買物や通院で公共交通の一定の利用がありますが，他の年齢区分に比べ

居住地域内での移動が多くなっています。 

 

出典：令和４年度旭川市路線バス等実態調査業務報告書 

図 2-22 仕事，通学，買物，通院の移動手段 

 
※居住地域を市内 13 地域に分け，居住地域と目的地が同じ地域の場合を居住地域内での移動とし， 

目的地が市内の異なる地域の場合を居住地域外への移動とした 

出典：令和４年度旭川市路線バス等実態調査業務報告書 

図 2-23 仕事，通学，買物，通院の移動先  
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（2） 路線バスに対する不満点や課題 

  路線バスの利用者の不満点は，「運行便数が少ない」「乗りたい時間に運行が無い」が

高くなっています。 

  路線バスの非利用者は不満点が分散していますが，「運行便数が少ない」「乗りたい時

間に運行が無い」に加え，「行先や方面が分からない・分かりにくい」が比較的高い状

況となっており，分かりにくさが利用の妨げになっている可能性も考えられます。 

  公共交通の乗り換え時の課題では，「乗り換え（乗り継ぎ）に関する情報が不足・分か

りにくい」は利用者・非利用者ともに高い傾向にあり，また利用者においては，「乗り

換え（乗り継ぎ）時間が長い」が比較的高くなっています。 

 

 

※利用者：最もよく利用する公共交通として「路線バス」を選択した回答者，非利用者：それ以外の回答者 

出典：令和４年度旭川市路線バス等実態調査業務報告書 

図 2-24 路線バスの不満点（利用者・非利用者） 

 

 
出典：令和４年度旭川市路線バス等実態調査業務報告書 

図 2-25 公共交通の乗り換え時の課題（利用者・非利用者） 

項目 利用者 非利用者

不満は無い 23% 19%

行先や方面が分からない・分かりにくい 19% 16%

発着時刻が分からない・分かりにくい 12% 8%

乗り方が分からない・分かりにくい 3% 4%

目的地に行ける路線が無い 21% 9%

直通便が無い 21% 10%

乗り場まで遠い 15% 9%

乗りたい曜日に運行が無い 11% 2%

運行日が少ない 8% 2%

乗りたい時間に運行が無い 49% 15%

運行便数が少ない 50% 18%

乗継ぎが不便 16% 9%

乗り降りしにくい 5% 2%

乗車時間が長い 5% 2%

運賃が高い 29% 7%

時間通りにこない 25% 6%

現金での支払いが不便 10% 6%

分からない 3% 14%

その他 6% 4%

n値 1,875 1,031

項目 利用者 非利用者 利用者 非利用者

乗り換え（乗り継ぎ）“時間”が長い 44% 20% 40% 18%

乗り換え（乗り継ぎ）“距離”が長い（バス停同士が離れている） 21% 11% 18% 9%

乗り換え（乗り継ぎ）した場合の運賃が高い 34% 13% 26% 12%

待合環境が悪い（屋根や椅子が無い） 32% 15% 15% 7%

乗り換え（乗り継ぎ）に関する情報が不足・分かりにくい 38% 30% 36% 28%

その他 6% 7% 11% 9%

n値 1,833 1,040 1,801 1,009

バスとJRの乗り換えバス同士の乗り換え
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2-4  現況と課題の整理 

関連計画における本市の将来像，地域や公共交通の現状，市民の移動実態及びニーズから，

本市の公共交通を取り巻く課題を次のとおり整理しました。 

 

（1） 関連計画における本市の将来像 

将来像  課題 

  中心市街地や地域核拠点への都市機能の集積と周囲の

居住エリアからの交通ネットワークの確保による「コ

ンパクトプラスネットワーク」の実現  

  拠点形成・コンパクトな市街地形成に向けた

公共交通の構築が必要 

 

（2） 地域の現状 

観点 現状  課題 

人口推移 
  人口減少及び少子高齢化の進行 

  全体的な低密度化  

  外出頻度の多い 15～64 歳の人口が減少し，

高齢者の割合が増加する中，公共交通の利用

のベースの減少への対応が必要 

観光 

  邦人・外国人ともに新型コロナウイル

ス感染症の影響から観光需要が回復し

つつあるが，コロナ禍以前の水準には

達していない 
 

  観光客にも分かりやすく利用しやすい公共交

通が必要 

都市構造 
  人口が中心部に集積 

  旭川駅を含む市の中心市街地や拠点地

域に都市機能が集積  

  人口及び施設集積の濃淡にあわせた公共交通

網形成が必要 

  都市機能集積の利便性を活かせるよう，コン

パクトプラスネットワークの実現に資する公

共交通の確保が求められる 

広域の 
移動実態 

  通勤・通学・通院における周辺市町と

の流動がある 

  特に市外からの通学が目立つ  

  広域交通ネットワークの維持・確保・最適化

が必要 

 

（3） 各交通の状況 

観点 現状  課題 

利用状況 

  公共交通の利用者の減少 

  新型コロナウイルスの影響（行動制

限・新しい生活スタイル）による大幅

な利用減少 
 

  利用者減少によるサービス水準の低下と，そ

れによる更なる利用者減少の悪循環への懸念 

  利便性の確保と運行に必要なコストを両立し

た公共交通網構築が必要 

交通事業者
の環境変化 

  運転手不足及び高齢化の深刻化 
 

  運転手の確保のための取組が必要 

  持続的なサービス提供のために，運転手数に

応じた路線効率化が必要 

公共交通網 

  人口カバー率は約 8 割だが，郊外部では

交通空白地が存在 

  鉄道とバス，バス同士の重複区間が存在

する 
 

  交通不便地域における移動手段の確保が必要 

  重複区間の競合により利用者の不便が生じて

いる箇所があるため，事業者間の連携が必要 

運行状況 

  旭川駅を中心に多数のバス路線が多方

面に運行しているため，中心部では複

数系統が重複しており，また，旭川駅

周辺の乗車場所が複雑になっている 

  バス事業者ごとに運行範囲が分かれた

路線 

 

  路線の役割分担を明確にし，役割を踏まえた

路線のネットワーク化を図る必要がある 

  交通結節点となる旭川駅周辺における利用の

分かりやすさ改善が必要 

  バス路線の重複や営業範囲が分かれているこ

とにより利用者の不便が生じている箇所があ

る 

事業者間 
連携 

  利用促進・利便性向上のために事業者

間連携を推進  

  公共交通を維持するための地域の関係者の連

携・協働の体制構築が必要 

  更なる事業者間の連携による効率化と利便性

向上が必要 

  鉄道事業者とバス事業者の連携強化が必要 
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（4） 移動実態及びニーズ 

観点 現状  課題 

市民の移動   居住地域外への生活移動が多い 
 
  生活利用のための路線確保が必要 

市民の利用
ニーズ 

  路線バス利用者は，運行便数・運行時

間・乗継時間についての不満割合が高

い 

  路線バス非利用者は，行先や方面，乗

り換え等の路線情報が分かりにくさを

感じており，これらが利用の障壁にな

っている可能性がある 

 

  利便性の確保と運行に必要なコストの両立が

必要 

  公共交通の分かりやすさ等の改善が必要 

通学者の 
利用実態 

  一定数公共交通が利用されている 

  市内中心部への移動のほか，中心部を

介さない移動需要が存在する  

  公共交通を利用した通学ニーズへの対応が必

要 

  事業者の競合等により利用者の不便が生じて

いるため，連携強化による利便性向上が求め

られる 
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第3章  本市の公共交通網の基本方針 

3-1  基本的な方針 

現状から整理された課題や本市の関連計画における公共交通の考え方を踏まえ，４つの

基本方針を定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．関連計画における本市の将来像 

基本方針 1 

 
効率性と利便性の確保

により持続可能な公共

交通の構築を目指しま

す 

❏将来都市像の実現 
→拠点形成・コンパクトな市街地形成に向けた公共交通の構
築が必要 

２．地域の現状からみた課題 

❏人口の減少・少子高齢化 
→公共交通の利用のベースの減少への対応が必要 

❏観光振興，外国人観光客への対応 
→観光客にも分かりやすく利用しやすい公共交通が必要 

❏人口や施設の分布状況 
→人口等の集積の濃淡にあわせた公共交通網形成が必要 
→都市機能集積の利便性を活かせるよう，コンパクトプラス
ネットワークの実現に資する公共交通の確保が必要 

基本方針２ 

 
市民にも来訪者にも分

かりやすく使いたいと

感じる公共交通の構築

を目指します 

❏ 広域の生活移動実態 
→広域交通ネットワークの維持・確保・最適化が必要 

３．公共交通の現状からみた課題 

❏公共交通利用者数の減少 
→公共交通サービス低下と更なる利用者減少への懸念 
→利便性確保と運行に必要なコストを両立した公共交通網構築 

❏公共交通事業者の環境の変化 
→運転手確保のための取組が必要 
→運転手数に応じた路線効率化が必要 基本方針３ 

 
コンパクトな都市づく

りにつながる公共交通

の構築を目指します 

❏交通不便地域の存在 
→交通不便地域における移動手段の確保が必要 

❏運行状況 
→路線の役割分担の明確化と路線のネットワーク化が必要 
→旭川駅周辺における利用の分かりやすさ改善が必要 
→バス事業者の営業エリア等により生じている利用者不便の解
消が必要 

❏交通事業者連携の推進 
→公共交通維持のための，地域の関係者の連携・協働の体制
構築が必要 

→事業者間の連携による効率化と利便性向上が必要 
→鉄道事業者とバス事業者の連携強化が必要 

基本方針４ 

 
公共交通の維持確保及

び最適化，利用促進に

向けて関係者と連携し

た取組を実施します 

４．移動実態及びニーズからみた課題 

❏居住地域内外の生活移動実態 
→生活利用のための路線確保が必要 

❏運行時間・便数・路線情報に関するニーズ 
 →利便性の確保と運行に必要なコストの両立が必要 
→公共交通の分かりやすさ等の改善が必要 

❏通学者の利用実態 
→公共交通を利用した通学ニーズへの対応が必要 
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基本方針１ 

 

効率性と利便性の確保により持続可能な公共交通の構築を目指します 

 
人口減少による公共交通の利用者ベースの減少と少子高齢化に伴う労働人口の減少による

運転手のなり手不足が年々深刻になっています。このような状況においても，持続的に公共

交通を維持するためには，運転手確保の取り組みと併せて，運行が将来にわたり確保される

よう利用実態に見合った効率的な運行と，利便性向上により公共交通の利用を促進すること

で，持続可能な公共交通網の構築を図ります。 

 

 

基本方針２ 

 

市民にも来訪者にも分かりやすく使いたいと感じる公共交通の構築を目指し

ます 

 
本市の公共交通網は，市内を広く網羅していますが，数多くの路線が多方面に運行す

るため，観光客等の来訪者だけでなく，市民にとっても分かりにくい状況となっていま

す。さらに，外国人観光客等の来訪者も増加傾向にあり，観光利用においても分かりや

すく使いやすい公共交通が求められています。公共交通の利用促進と観光による地域振

興のためにも，誰もが分かりやすく，使いやすい公共交通の構築を図ります。 

 

 

基本方針３ 

 

コンパクトな都市づくりにつながる公共交通の構築を目指します 
 

本市は，徒歩や公共交通で暮らせるコンパクトな都市づくりを目指し，公共交通が利

用しやすい地域への居住誘導等を進めています。居住の誘導等には長い年月がかかるこ

とから，基幹的な路線の維持や地域の拠点をつなぐ路線網の充実などにより，将来的な

都市づくりを進めていくため，将来像を見据えた公共交通網の形成を推進します。 

 

 

基本方針４ 

 

公共交通の維持確保及び最適化，利用促進に向けて関係者と連携した取組を

実施します 

 
本市の公共交通は，それぞれの交通事業者により維持されてきましたが，人口減少と

少子高齢化に伴う利用者の減少や運転手不足等，多くの課題に直面しています。公共交

通は，市民生活や地域振興に欠かせない社会インフラとして，交通事業者だけがその維

持を担うのではなく，本市を始めとする関係行政機関，交通事業者間等と連携と協働を

進めることにより，地域公共交通をともに守っていきます。 
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3-2  本市の公共交通路線網の目指す姿 

この計画の対象期間の公共交通網の目指す姿を示します。あわせて，都市計画マスター

プラン等で示す将来都市像に合致した公共交通網を形成するため，おおむね 15 年後を見据

えた将来イメージを示します。 

 

 

 

 １日５往復以上のバス路線は，次の図のとおり市内を網目状に運行しています。この路

線は，現在の利用状況からも，計画期間は維持しなければならない路線としますが，効率

的な運行を目指すため必要に応じ変更を検討します。また，鉄道やデマンド型交通につい

ても，現在の利用状況から維持する路線とします。 

 本計画における公共交通網の目指す姿は，現状の公共交通網を極力維持することとし，

利便性や分かりやすさを向上させ，利用を促進する事業を展開していきます。 

 バス路線を維持することが困難になった場合やバス路線等がない地域は，デマンド型交

通を含む地域の多様な輸送資源を活用しながら，効率的かつ持続可能な移動手段の確保に

ついて検討します。 

 また，広域路線は，本市を中心とする広域移動を担うとともに，市内移動に一定の役割

を果たしているほか，観光来訪者の市内外における移動利便性に留意したネットワークで

ある必要があることから，移動実態やニーズを踏まえ，最適化を検討しながら移動手段の

確保に努めます。 

 

 

 

図 3-1 計画期間中存続を目指す路線 

  

本計画の目指す姿 
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表 3-1 現在実施されているデマンド交通 

運行路線 実施内容 実施主体 

米飯線 
区域運行（一般乗合） 

東旭川町瑞穂，米原，豊田，東桜岡～東旭川駅周辺 
旭川中央交通㈱ 

豊里線 
区域運行（一般乗合） 

旭川駅～新城峠 
旭川電気軌道㈱ 
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将来に向けて，都市計画マスタープランや立地適正化計画が示すコンパクトなまちづ

くりと合致した，持続可能な公共交通網の形成を目指します。 

都市機能を維持するために最低限必要となる路線を主要な路線として設定し，主要な路

線と支線交通を組み合わせた路線網を将来イメージとします。 

行政，交通事業者，市民が将来のイメージを共有し，主要な路線を維持するために必

要な方策を合わせて検討していきます。 

 

主要な路線の設定方法 

次の条件により，主要な路線を選定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-2 将来イメージ図 

 

 

中心部から地域核拠点への路線（地域の拠点とのネットワーク） 

1 日片道 50 本以上の路線（運行状況を鑑みたネットワーク） 

高校・大学・基幹的病院への路線（主要施設アクセスのためのネットワーク） 

広域路線（市民，来訪者の市内外の広域利用に対応したネットワーク） 

観光需要路線（観光来訪者の移動手段に留意したネットワーク） 

連続性を考慮した路線（市域全体の路線網としてのネットワーク） 

条件１ 

条件２ 

条件３ 

条件４ 

条件５ 

条件６ 

将来イメージ（おおむね 15 年後） 
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第4章  本市の公共交通網の目標 

4-1  目標と指標の設定 

基本方針を踏まえ，次の３つの目標及び指標を設定します。 

 

目標１ 公共交通の利用増加を目指す 

利便性の確保や，関係者と連携した取組による利用促進

を行い，公共交通の利用者や利用回数の増加を目指しま

す。 
 

指標 1 路線バス，鉄道の市民一人当たりの年間利用回数 
  

 

 

目標２ 利用しやすい公共交通の実現を目指す 

分かりやすく使いたいと感じる公共交通に向けた取組

としてダイヤの改善や情報提供等を進め，利用しやすい

公共交通の実現を目指します。 
 

指標 2-1 通勤や通学などの交通の便の満足度 
 

指標 2-2 公共交通体系の充実等の満足度 
  

 

 

目標３ 公共交通網の維持を目指す 

運行の効率性の確保や，コンパクトな都市づくり，関係

者と連携した取組により，公共交通運営の健全化とそれ

による，公共交通網の維持を目指します。 
 

指標 3-1 公共交通の人口カバー率の維持 
  

指標 3-2 公共交通の収支率の向上 
  

指標 3-3 公的資金投入額の適正化 
  

 

  

基本方針４ 

 

公共交通の維持確保及び

最適化，利用促進に向け

て関係者と連携した取組

を実施します 

基本方針３ 

 

コンパクトな都市づくり

につながる公共交通の構

築を目指します 

基本方針２ 

 

市民にも来訪者にも分か

りやすく使いたいと感じ

る公共交通の構築を目指

します 

基本方針 1 

 

効率性と利便性の確保に

より持続可能な公共交通

の構築を目指します 
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4-2  指標と評価方法 

計画の達成状況を評価するため，各目標に対する指標と評価方法を次のとおり定めます。 

 

目標１ 公共交通の利用増加を目指す  

 

指標 1 路線バス，鉄道の市民一人あたりの年間利用回数 
 

目標１について，路線バス，鉄道などの公共交通利用の増加を評価・検証するため，路

線バス，鉄道の市民一人当たりの年間利用回数を指標１として設定します。 

地域公共交通網形成計画策定時以降，運行情報の提供や，各種利用促進イベントを実施

するなど，利用促進に着実に取り組んできましたが，新型コロナウイルス流行の影響を受

け，2022 年時点では，路線バス，鉄道ともに大幅に利用回数が減少しました。新型コロナ

ウイルスの影響からの回復を踏まえて，目標年次である 2027 年度までに，網形成計画策定

時の目標の達成を目指します。 

 

指標 1 

旭川市地域公共

交通網形成計画 

策定時の基準値 

[2017 年度] 

現状 

[2022 年度] 

目標値 

[2027 年度] 

路線バスの市民一人当たり

の年間利用回数 
34.1 回/年 25.7 回/年 37.5 回/年以上 

鉄道の市民一人当たりの 

年間利用回数 
 5.9 回/年  4.2 回/年 6.5 回/年以上 

 

[指標の算出方法]  
旭川市統計書の旭川市内一般乗合自動車輸送人員（総数）及びＪＲ各駅旅客数（乗客数）

を住民基本台帳の10月1日現在での人口で除し，市民一人当たりの年間利用回数を算出しま

す。 

  バス：旭川市内一般乗合自動車輸送人員（総数）÷人口 

                       (住民基本台帳より各年10月1日現在) 

  鉄道：ＪＲ各駅乗客数÷人口(住民基本台帳より各年10月1日現在) 

  

 

  



第 4 章 本市の公共交通網の目標 

－27－ 

目標 2 利用しやすい公共交通の実現を目指す  
 

指標 2-1 通勤や通学などの交通の便の満足度 
 

目標２について，利用しやすい公共交通の実現を評価・検証するため，通勤や通学（買

物等に比べて時間的制約のある外出）などの交通の便の満足度を指標２－１として設定し

ます。 

地域公共交通網形成計画策定時と比較し，2023 年度は 38.6％と 6.5 ポイント減少しまし

た。新型コロナウイルスの影響による利用者の大幅な減少や乗務員不足により，運行便数

を保っていくことが困難な路線があり，満足度の低下につながったと考えられます。今後

は，効率性・利便性を確保するための取組等を推進し，網形成計画策定時の目標の達成を

目指します。 

 

指標 2-1 

旭川市地域公共

交通網形成計画 

策定時の基準値 

[2017 年度] 

現状 

[2023 年度] 

目標値 

[2027 年度] 

通勤や通学などの交通の 

便の満足度 
45.1％ 38.6％ 50％以上 

 

[指標の算出方法]  
市が隔年で実施する市民アンケート調査の結果を活用して評価します。 

通勤や通学などの交通の便の満足について，「よい」，「まあよい」と回答した割合の合計値

とします。 

 

指標 2-2 公共交通体系の充実等の満足度 
 

目標２について，利用しやすい公共交通の実現を評価・検証するため，公共交通体系の

充実等の満足度を指標２―２として設定します。 

2023 年度は，地域公共交通網形成計画策定時と，同水準となっており，利便性の向上に

係る取組を推進し，網形成計画策定時の目標の達成を目指します。 

 

指標 2-2 

旭川市地域公共

交通網形成計画 

策定時の基準値 

[2017 年度] 

現状 

[2023 年度] 

目標値 

[2027 年度] 

公共交通体系の充実等の 

満足度 
19.7％ 19.4％ 30％以上 

 

  

[指標の算出方法]  
市が隔年で実施する市民アンケート調査の結果を活用して評価します。 

まちの活性化と公共交通網の充実の満足度について，「満足」，「まあ満足」と回答した割合

の合計値とします。 

※2017 年度のアンケートではまちの機能強化(公共交通体系の充実等)と国際化の推進の

満足度で評価 
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目標 3 公共交通網の維持を目指す 
 

指標 3-1 公共交通の人口カバー率の維持 
 

目標３について，公共交通網が維持されているかを評価・検証するため，公共交通の人

口カバー率の維持を指標３-１として設定します。 

2022 年度時点では，市全域に対し 79.3%と減少しており，これは特に郊外部において１

日５往復以上のバス停が減少したことに伴う，カバー圏域の縮小によるものと考えられま

すが，居住誘導区域内は 94.0％と高い水準を維持しています。今後は，利用実態やニーズ

に応じ，幹線交通，支線交通を適切に運行し，カバー率の維持を目指します。 

指標 3-1 

旭川市地域公共

交通網形成計画 

策定時の基準 

[2017 年度] 

現状 

[2022 年度] 

目標値 

[2027 年度] 

公共交通の 

人口カバー率

の維持 

市全域 82.6％ 79.3％ 79％以上 

居住誘導区域内 94.3％ 94.0％ 94％以上 
 

[指標の算出方法]  
500ｍ人口メッシュデータ（最新の国勢調査データ）と，評価年の公共交通整備状況に応じ

た駅半径 500m，1 日 5 往復以上のバス停半径 300m 圏域及び支線交通運行地域のカバー状況

を，ＧＩＳ（地図情報システム）を用いて算出します。 
  

指標 3-2 公的資金（補助金）が投入されている路線バスの収支率 
 

目標３について，公共交通網の維持には事業者の健全な運営を行っていくことが必要で

す。そこで，公的資金（補助金）が投入されている路線バスの収支率を指標３-２として設

定します。利用促進等による収入の改善と，路線効率化等による支出の抑制に取り組み，

コロナ禍以前である令和元年度ベースの収支率に改善することを目標とします。 

指標 3-2 
現状 

[2021 年度] 

目標値 

[2027 年度] 

公的資金（運行補助）が投入 

されている路線バスの収支率 
38.3％ 60％以上 

※目標値は，新型コロナウイルス感染症流行前の 2019 年度の値を採用，デマンド交通豊里線に 

ついては，令和 4 年より運行開始のため，令和 5 年度（R4.10～R5.9）の値を用いた 

[指標の算出方法]  
事業者から提供される収支データを基に，算出します。 

 

指標 3-3 公共交通の維持に係る公的資金（補助金）投入額 
 

目標３について，路線バス及びデマンドバスといった公共交通網の維持のために投入さ

れる公的資金（補助金）投入額を，指標３-３として設定します。人口減少及び新型コロナ

ウイルス感染症の影響などから，事業者だけでの路線維持が難しくなっており，公的資金

の投入額は増加傾向にあります。コロナ禍以前である令和元年度ベースに,運行の効率化と

同時に，コンパクトなまちづくりを推進し，公的資金投入額の適正化を目指します。 

指標 3-3 
現状 

[2021 年度] 

目標値 

[2027 年度] 

公共交通の維持に係る公的資

金（運行補助）投入額 
451 百万円 263 百万円以下 

※目標値は，新型コロナウイルス感染症流行前の 2019 年度の値を採用，デマンド交通豊里線に 

ついては，令和 4 年より運行開始のため，令和 5 年度（R4.10～R5.9）の値を用いた 

[指標の算出方法]  
事業者から提供される収支データを基に，算出します。 
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第5章  目標達成に向けた取組 
 

5-1  目標達成に向けた取組 
目標を達成するための事業として８事業を設定します。８事業については，より効果を発揮

できるようそれぞれ連携し，取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

目標１ 公共交通の利用増加

を目指す 

目標２ 利用しやすい公共交

通の実現を目指す 

目標３ 公共交通網の維持を

目指す 

事業１ 路線網や運行水準に関する事業 
事業 1-1 路線網のサービス水準の維持・確保 

事業 1-2 分かりやすさ向上のためのバス路線方面別 

イメージ強化の検討 

事業 1-3 ダイヤ調整やルートの改善等による利便性向

上の検討 

事業 1-4 関係者連携による定時性向上の検討 

事業２ 郊外路線に関する事業 
事業 2-1 交通不便地域等の移動手段確保の検討 

事業 2-2 地域の公共交通を維持するための取組の実施 

事業３ 交通拠点に関する事業 
事業 3-1 旭川空港の二次交通の充実 

事業 3-2 旭川駅周辺における公共交通案内の整備 

事業 3-3 鉄道とバス等の接続強化と案内の充実 

事業４ 乗継ぎ環境，利用環境の改善に関する事業 
事業 4-1 多方面の路線が接続するバス停の乗継ぎ環境

の充実 

事業 4-2 利用の多いバス停の待合環境の整備 

事業 4-3 サイクル＆バスライド事業の継続 

事業５ バリアフリーに関する事業 
事業 5-1 ノンステップバス車両の導入 

事業 5-2 ユニバーサルデザインタクシー車両の導入 

事業６ 観光に関する事業 
事業 6-1 観光路線の利便性の向上 

事業 6-2 来訪者に分かりやすい交通案内 

事業７ 利用促進に関する事業 
事業 7-1 ＪＲ路線の利用促進策の実施 

事業 7-2 公共交通の利用促進策の実施 

事業 7-3 公共交通マップ等の作成 

事業 7-4 情報提供サービスなどの機能強化 

事業 7-5 ＪＲやバス会社間の連携強化 

事業８ 安定運行に関する事業 
事業 8-1 運転体験会や就職相談会などの実施 

事業 8-2 運転手確保に向けた支援 
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5-2  計画の事業内容 
 

事業 1 路線網や運行水準に関する事業 

 

市民が安心して生活できる公共交通を確保するため，利用実態に見合った効率的な運行

と利便性の向上により持続可能な公共交通網の構築を図ります。 

また，コンパクトなまちづくりに向け，基幹的な路線の維持や地域の拠点をつなぐ路線

網の充実などにより，将来的な都市づくりを進めていくため，将来像を見据えた公共交通

網の形成を推進します。 

 

事業 1-1 路線網のサービス水準の維持・確保 

市民が安心して生活できる公共交通を

確保するため，現在の運行本数が１日５往

復以上のバス路線，鉄道，デマンド型交通

を維持することを目指しますが，効率的な

運行を目指すため必要に応じ変更を検討

します。またコンパクトなまちづくりと連

携しながら，主要な路線として位置付けた

路線のサービス水準を維持することを目

指します。 

なお，コンパクト化が進み市民ニーズが

低下したバス路線については，他の路線と

の統合や他の交通手段への転換などを検

討します。 

また，広域路線は，本市を中心とする広域移動を担うとともに，市内移動に一定の役割を

果たしているほか，観光来訪者の市内外における移動利便性に留意したネットワークである

必要があることから，移動実態やニーズを踏まえ，最適化を検討しながら移動手段の確保に

努めます。 

実施主体 

交通事業者，旭川市 

実施スケジュール 
 

 2024 年度 2025 年度 2026 年度 2027 年度 ～ 

検討      

実施      
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事業 1-2 分かりやすさ向上のためのバス路線方面別イメージ強化の検討 

バス路線の分かりやすさを向上し利便性を高

めるため，方面別のアルファベットを使用した系

統番号への変更や，バス停や案内マップの方面別

カラー表示，バス停の方面別集約などを検討しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 
＜参考＞八戸市における乗り場案内 

 
 

  八戸のバス路線は中心街から放射線状に伸び

ていることから，中心街を基点に方面別に色と

記号（アルファベット）でバス路線を分類し，

中心街の５つの乗場を「八戸中心街ターミナ

ル」として整備しています。 

  これにより，利用者にとってバス路線や方面が

分かりやすくなるほか，乗り継ぎ利便性が向上

しています。 

 

 

実施主体 

交通事業者，旭川市 

実施スケジュール 
 

 2024 年度 2025 年度 2026 年度 2027 年度 ～ 

検討      

実施      

  

 

  

Ｋ

Ｃ

Ａ

Ｓ Ｎ

Ｈ

Ｔ

※図のアルファベットは例です。 
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事業 1-3 ダイヤ調整やルートの改善等による利便性向上の検討 

市民にとって利便性の高いバス路線とするため，乗継ぎ時間の短縮や分かりやすい運行ダ

イヤへの調整，バスルートの改善などを検討します。 

 

 

居住地域内の移動と居住地域から中心市

街地周辺への移動が多く見られますが，近

隣の地区間の移動も多くみられます。本市

のバス路線は中心市街地から放射線状に広

がるため，周囲の区域間を結ぶバス路線を

はじめとする交通網の検討が必要です。 

 

実施主体 

交通事業者，旭川市 

実施スケジュール 
 

 2024 年度 2025 年度 2026 年度 2027 年度 ～ 

検討      

実施      

  

 

事業 1-4 関係者連携による定時性向上の検討 

主要な路線の中でも特に運行本数が多い路線（国道 39 号，40 号，4 条通）において，定

時性の確保及び速達性の向上のため，関係者の連携を図ります。 

また，冬期におけるバス遅延対策については，道路幅員確保のための除排雪作業の実施の

ほか，主要交差点における渋滞緩和に向けた取組等の実施により対策を図ります。 

 

実施主体 

道路管理者，交通事業者，警察関係者，旭川市 

実施スケジュール 
 

 2024 年度 2025 年度 2026 年度 2027 年度 ～ 

検討      

実施      

  

  

市民の移動状況 

※居住地（まちづくり協議会地区）から，地域核拠点

への訪問者数（令和 4 年 8～9月の 32 日間） 

※特に多い流動として上位 20％を抽出 

※居住地区の ● は代表点 

出典：旭川市 KLA を用いた旭川市内地区間等における

人流の悉皆的調査 
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事業 2 郊外路線に関する事業 

 

本市の公共交通（鉄道，路線バス等）の人口カバー率は約 79％であり，市街地の大半を

カバーしている一方で，郊外部には交通不便地域（※）が存在します。さらに，人口減少

などに伴い運行本数が減少し交通不便地域が増加することも想定されます。 

このような地域の生活の足を確保するため，移動実態やニーズを踏まえ，地域の多様な

輸送資源の活用を検討しながら，効率的かつ持続可能な移動手段の確保を目指します。 

また，利用者が減少傾向にあることから，利用促進策の検討に加え，地域住民が地域の

公共交通を守るという意識の向上が必要となっています。 

 
※交通不便地域：駅から半径 500ｍ，１日５往復以上のバス停が半径 300ｍ圏域及び支線交通運行地域に 

ない地域 

 

 

事業 2-1 交通不便地域等の移動手段確保の検討 

郊外の交通不便地域については，既存のバス等路線による公共交通の確保を基本とします

が，路線を維持することが困難となった場合やバス等の路線がない地域は，移動実態やニー

ズを踏まえ，地域の多様な輸送資源の活用を検討しながら，効率的かつ持続可能な移動手段

の確保を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            現在の広域路線，デマンド交通 

 

実施主体 

交通事業者，地域住民，旭川市 

実施スケジュール 
 

 2024 年度 2025 年度 2026 年度 2027 年度 ～ 

検討      

実施      

  

 

  

必要に応じ実施 
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事業 2-2 地域の公共交通を維持するための取組の実施 

郊外地域の支線交通を維持するため，利用

者である地域住民に向けた意識啓発や利用促

進を実践します。 

 

 

 

実施主体 

交通事業者，地域住民，旭川市 

実施スケジュール 
 

 2024 年度 2025 年度 2026 年度 2027 年度 ～ 

検討      

実施      
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事業 3 交通拠点に関する事業 

 

旭川空港は，2018 年に国際線ターミナルが開業したほか，2020 年には民間による上下

一体の運営委託が開始され，空港利用の多様化や利用者の増加が見込まれていました。し

かし，2020 年の新型コロナウイルス感染症の流行による行動制限などの影響で，著しく利

用者が減少しました。 

その後 2023 年度には行動制限の解除などに伴い，国内線の利用者がコロナ禍前の８割

まで回復したほか，国際定期便の復便や新たに国内 LCC の定期便が就航するなど，今後は

更なる利用者の増加が期待されます。 

このような状況に対応するため，空港からの二次交通の充実を図ります。 

 

事業 3-1 旭川空港の二次交通の充実 

旭川空港の二次交通の利便性向上と利用の増加を図るため，現在運行しているバス路線の

ダイヤ調整や増便，旭川駅前以外からのバス路線の新規ルートの設定，タクシーの乗合運行

等を検討するとともに，道北の中核空港の役割にも対応した二次交通の在り方を検討しま

す。また，空港内では二次交通の時刻表や乗り場案内の充実，多言語への対応，来訪者に分

かりやすい情報提供のほか，決済サービスの充実に向けた検討を行います。 

 

 
旭川空港は道北地域の中核空港であり，広域観光周遊ルートの玄関口になっています。旭

川空港の魅力を高め利用を促進するため，国際線ターミナルが 2018 年度に開業しました。

新型コロナウイルス感染症の流行により著しい利用者の減少がありましたが，2022 年度は

国内線の利用者がコロナ禍前の 8 割まで回復，2023 年には国際定期便の復便や，新たに国

内 LCC の定期便が就航するなど，今後は更なる利用者の増加が期待されています。 

現在，旭川市内と旭川空港とを結ぶバス路線は，国内線の発着時間に合わせて運行してお

り，加えて，旭川駅前から発着する旭岳行きの「いで湯号」，富良野行きの「ラベンダー号」

などが空港を経由していますが，今後は空港の利用拡大と利用者ニーズに合わせた，二次交

通の充実が求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施主体 

交通事業者，旭川市（関連主体：空港運営者） 

実施スケジュール 
 

 2024 年度 2025 年度 2026 年度 2027 年度 ～ 

検討      

実施      

  

旭川空港の展開 

旭川空港－旭川市内・バス路線 

タクシーの活用 

・運賃目安や所要時間の案内 

・乗合タクシーの検討 

・定額タクシーの利用促進 
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旭川駅周辺には，多方面のバス路線が集中していますが，バス停が分散しており，どの

バス停からどの方面のバスが運行されているか利用者にとって分かりにくい状況になっ

ています。公共交通の案内サインなどの整備に加え，駅周辺の分かりやすい案内と情報提

供を行うことにより，利用しやすい交通結節点を目指します。 

 

事業 3-2 旭川駅周辺における公共交通案内の整備 

旭川駅周辺におけるバス路線の分かりやすさ向上のため，旭川駅前及び１条通に分散する

バス停について，【事業1-2】と連携し，バス停の場所とバス停からの行き先や方面が分かり

やすい案内の整備を行います。 

 
 

実施主体 

交通事業者，旭川市 

実施スケジュール 
 

 2024 年度 2025 年度 2026 年度 2027 年度 ～ 

検討      

実施      

  

 

  

イオン
旭川駅前店

買
物
公
園

緑
橋
通

昭
和
通

宮下通

１条通

２条通

旭
川
駅
前
バ
ス
タ
ッ
チ

２条緑橋通(北)
道北バス

電気軌道

道北バス

電気軌道

ふらのバス

空知中央バス

２条緑橋通(南)

方面別ではなくバス会社別に
バス停が分かれている

団体バス乗降場

団体バス乗降場

春光・鷹栖

春光・末広

東川・東神楽・東光

道北バス

電気軌道

電気軌道

春光・末広・東光方面へ向かう
バス停が複数存在

赤十字病院

深川・豊里線
旭川空港・旭岳・旭川空港
美瑛・富良野

名寄・上川・留萌方面
都市間バス

高速あさひかわ号

電気軌道

道北バス

旭山動物園 電気軌道

道北バス

旭川駅前バス乗り場の現状

道北バス
神楽岡（永隆橋経由）

降車専用

新富・秋月
電気軌道

医大・神居
ひじり野電気軌道

１条８丁目バス停１条７丁目バス停

春光
東光(4条経由)

旭町・北門・緑町
電気軌道

永山・当麻 東光(1条経由) 豊岡
電気軌道 電気軌道道北バス

市役所
道北バス

春光・末広
電気軌道

曙・神楽
神居
電気軌道

神楽・忠和
美瑛・留萌

運転免許試験場
深川

道北バス 道北バス
空知中央バス

東鷹栖・末広・永山・当麻

電気軌道

道北バス

感覚的に
逆方向である

旭川駅前であることが
バス停名からは分からない

方面別ではなくバス会社別に
バス停が分かれている
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事業 3-3 鉄道とバス等の接続強化と案内の充実 

鉄道から路線バス等にスムーズな乗換えができるよう，接続状況（運行する路線やダイヤ 

接続状況等）の情報提供の強化や接続時間の調整，乗り場案内の充実を行います。 

 

 

 

 

 

 

 
 

現在，旭川駅構内の連絡通路において，旭山動物園と旭川空

港へ向かう路線バスの案内がされています。 

改札出口においては二次元コードを活用したバスの乗り場

時刻表が設置され，鉄道利用者のバスへのスムーズな乗り継ぎ

のための情報提供がなされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施主体 

交通事業者，旭川市 

実施スケジュール 
 

 2024 年度 2025 年度 2026 年度 2027 年度 ～ 

検討      

実施      

  

 

 

  

例）鉄道との接続案内の向上 

鉄道の到着
○○行き 10時40分発
○○行き 10時45分発
○○行き 10時50分発
○○行き 12時10分発
○○行き 12時15分発
○○行き 12時20分発

10時30分着 →

12時00分着 →

バスの出発 鉄道の出発
○○方面から 14時35分着
○○方面から 14時40分着
○○方面から 14時45分着
○○方面から 15時35分着
○○方面から 15時40分着
○○方面から 15時45分着

→

→

15時00分発

16時00分発

バスの到着

接続 
情報 
案内 

旭川駅構内での案内 

旭川駅におけるバス案内 
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事業 4 乗継ぎ環境，利用環境の改善に関する事業 

 

本市のバス路線は，市街地を広く網羅しており，多方面の路線が接続するバス停からの

乗継ぎにより市内の効率的な移動が可能となります。しかし，乗継ぎに関する情報が分か

りにくいことや乗継ぎ環境が整っていないことから，十分に路線のネットワークが利用さ

れているとは言えません。そのため，バス停における乗継ぎ環境の充実と待合環境の改善

を行い，より利用しやすいバス路線ネットワークを形成します。 

 

事業 4-1 多方面の路線が接続するバス停の乗継ぎ環境の充実 

乗継ぎ環境の向上による効率的な移動を促すため，多方面から路線が集中するバス停の分

かりやすい乗継ぎ案内や乗継ぎ時間などの案内等，乗り継ぎ環境の改善を行います。 

 

 
 

実施主体 

交通事業者，旭川市 

実施スケジュール 
 

 2024 年度 2025 年度 2026 年度 2027 年度 ～ 

検討      

実施      

  

 

  

＜バス停の乗車状況＞ ＜バス停の乗り換え状況＞ 
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事業 4-2 利用の多いバス停の待合環境の整備 

冬期間や悪天候時でも屋内で快適にバス待合で

きる環境を確保するため，現在も一部の商業施設に

おいて実施している待合スペースの提供と時刻表

や運行情報表示モニターの設置について，利用者が

多く必要性の高いバス停において実施します。ま

た，バスシェルター（上屋）やベンチ等の設置につ

いて検討します。 

 

実施主体 

交通事業者，道路管理者，旭川市（関連主体：沿道商業施設等） 

実施スケジュール 
 

 2024 年度 2025 年度 2026 年度 2027 年度 ～ 

検討      

実施      

  

 

事業 4-3 サイクル＆バスライド事業の継続 

バス停の利便性向上を図るため，運行本数が多

く，利便性の高いバス停近くに自転車駐輪施設を

設置するサイクル＆バスライド事業を継続して

実施します。 

 

実施主体 

道路管理者，交通事業者，旭川市（関連主体：沿道商業施設等） 

実施スケジュール 
 

 2024 年度 2025 年度 2026 年度 2027 年度 ～ 

検討      

実施      

  

 

  

市内商業施設での表示モニターの設置 

現在設置している自転車駐輪施設 
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事業 5 バリアフリーに関する事業 

 

高齢化の進展により，誰もが利用しやすいユニバーサルデザイン等へのニーズが高まっ

てきています。これまでも高齢者や障がい者を含む全ての方が公共交通を利用しやすい環

境を整備するため，車両等のバリアフリー化を進めてきましたが，これからもノンステッ

プバスやユニバーサルデザインタクシー車両の導入を推進します。 

なお今後の車両の導入に当たっては，脱炭素社会に向け，環境への配慮についても検討

を行います。 

 

事業 5-1 ノンステップバス車両の導入 

利用の増加が想定される高齢者や障がい者など全ての方

が快適に利用できるよう，ノンステップバスの導入を進め

ます。 

実施主体 

交通事業者 

実施スケジュール 
 

 2024 年度 2025 年度 2026 年度 2027 年度 ～ 

実施      

  

 

事業 5-2 ユニバーサルデザインタクシー車両の導入 

誰もが安心，安全で快適に利用できるよう，ユニバーサ

ルデザインタクシー車両（ＵＤタクシー）の導入を進めま

す。 

 

 

実施主体 

交通事業者 

実施スケジュール 
 

 2024 年度 2025 年度 2026 年度 2027 年度 ～ 

実施      

  

  

ノンステップバスの車体 

トヨタ自動車・ＪＰＮ ＴＡＸＩ 

【トヨタ自動車ＨＰ・パンフレット】 
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事業 6 観光に関する事業 

 

公共交通は，市民の日常利用だけでなく，観光等による来訪者にとっても重要な交通手

段となっています。新型コロナウイルス感染症の流行により著しく観光客が減少しました

が，現在回復傾向にあります。近年，個人旅行等で訪れる外国人観光客も増加しており，

その対応が課題となっています。 

外国人観光客を含めた来訪者にとって分かりやすく利用しやすい公共交通とするため，

駅周辺や空港，車内での案内の充実のほか，スマートフォン等による情報提供サービスに

よる利便性向上を図ります。 

 

事業 6-1 観光路線の利便性の向上 

初めて本市に訪れた観光客でも安心して目的地まで移

動できるよう，【事業３】と連携しながら，交通拠点におけ

る観光利用の多い路線のバス停案内や乗継ぎ案内の強化

など，利便性の向上を図ります。 

実施主体 

交通事業者，旭川市 

実施スケジュール 
 

 2024 年度 2025 年度 2026 年度 2027 年度 ～ 

検討      

実施      

  

 

  

旭川駅前のバス待合状況 

（旭山動物園線乗り場） 
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事業 6-2 来訪者に分かりやすい交通案内 

来訪者にとって分かりやすい公共交通の案内をす

るため，現在，駅舎内の旭川観光物産情報センター

において行われている観光地等への公共交通の案内

のほか，駅前広場にあるバス総合案内所との連携を

検討します。 

 

 

多言語案内に対応しているグーグルマップやバ

スキタ！による公共交通の案内のほか，旭川駅前に

多言語バス案内サイネージを設置しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施主体 

交通事業者，関係団体，旭川市 

実施スケジュール 
 

 2024 年度 2025 年度 2026 年度 2027 年度 ～ 

検討      

実施      

  

 

  

旭川市庁舎の多言語対応サイネージ 

多言語によるバス案内 

GoogleMap による経路案内例 

旭山動物園 
旭川駅 

旭川駅前のサイネージ 
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事業 7 利用促進に関する事業 

 

公共交通利用者の減少が続く中，利便性の向上等と合わせて，利用者の意識向上や公共

交通利用の普及啓発など利用促進に向けた取組を関係者が一体となって行うことが必要

です。 

本市では，バスの乗り方講座やモビリティ・マネジメントの実施などを行ってきました

が，今後も，様々な利用促進策を実施し，利用者の増加を目指すとともに，地域で公共交

通を育て維持していく「マイバス・マイレール」意識の高揚に向けた啓発活動を行います。 

また，情報発信ツール（公共交通マップやバスキタ！等）の活用・周知により，いつで

も・どこでも安心して公共交通を利用できる，利用したいと感じる環境を整備します。 

 

 

事業 7-1 ＪＲ路線の利用促進策の実施 

ＪＲ路線の維持存続に向け，日常利用や観光利用など利用者の増加を図るため，効果的

な利用促進策を実施します。 

 

 

 
本市では，2017 年度からＪＲ路線の利用促進の取組を

本格的に実施しています。鉄道に親しみや興味を持ち，

将来の利用につなげる目的で実施した小学生対象のＪＲ

施設の見学ツアーは，保護者も含めて大変好評であり，

今後も継続したいと考えています。 

 

 

 

 

 

実施主体 

交通事業者，旭川市 

実施スケジュール 
 

 2024 年度 2025 年度 2026 年度 2027 年度 ～ 

検討      

実施      

  

 

  

利用促進の取組事例 

ＪＲ子ども見学ツアー 
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事業 7-2 公共交通の利用促進策の実施 

市民の公共交通への関心を高め，移動手段

として公共交通の選択を促すため，モビリテ

ィ・マネジメントやバスの乗り方講座，利用

促進イベントなどを実施します。また，地域

で公共交通を育て，維持していく「マイバ

ス・マイレール」意識の啓発を行います。 

 

 
 

 

実施主体 

交通事業者，旭川市 

実施スケジュール 
 

 2024 年度 2025 年度 2026 年度 2027 年度 ～ 

実施      

  

 

事業 7-3 公共交通マップ等の作成 

公共交通の分かりやすさの向上や利用

のきっかけを作るため，既存の公共交通

マップの更新や定期的なリニューアルを

行います。また，インターネットでの情

報提供（系統，路線，時刻，料金案内）

を継続します。 

 

 
 

 

 
 

実施主体 

交通事業者，旭川市 

実施スケジュール 
 

 2024 年度 2025 年度 2026 年度 2027 年度 ～ 

実施      

  

 

  

バスの日イベント 

現在の公共交通マップ（2021 年度発行） 
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事業 7-4 情報提供サービスなどの機能強化 

バス路線の分かりやすさと利便性向上のため，「バスキタ！」や「グーグルマップ」など

の情報提供サービスが使いやすくなるよう，ルート検索や走行中のバスの位置やバス停到

着時間などの機能が強化されており，利用者の増加を図るための周知を行います。 

また，決済方法の多様化など新しい技術が進んでいることから，対応について検討します。 

 

 

本市では，情報提供サービスである「バスキタ！」や「グーグルマップ」により，路線バ

スの運行情報や乗継ぎ情報等について，スマートフォンなどにより確認することができま

す。また，旭川大雪圏のユニバーサル MaaS 等の導入により，主に障害を持った観光客の方

への利便性の向上につながっています。しかし市民アンケートでは，認知度が低く利用した

ことのない市民の割合が多い状況です。 

【事業 4-1】の乗り継ぎ環境の充実や【事業 6】の観光に関する事業においても大きな役

割を果たすサービスです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施主体 

交通事業者，旭川市 

実施スケジュール 
 

 2024 年度 2025 年度 2026 年度 2027 年度 ～ 

検討      

実施      

  

 

  

グーグルマップでの検索例 

本市における情報提供サービス 
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事業 7-5 ＪＲやバス会社間の連携強化 

ＪＲとバス会社，バス会社間の相互乗り継ぎ利便の向上を図り，効率化と事業者間の連携

の強化を検討します。 

 
＜参考＞八戸圏域共通定期券の取組 

  複数事業者共通定期券により，八戸駅～中心街ターミナル間では市営バス，南部バ

スのどちらにも乗車可能。 
  利用可能便数が増加し，利便性が向上しています。 

 
 

＜参考＞徳島県南部地域におけるＪＲ四国と徳島バスの共同経営 

  

実施主体 

交通事業者，旭川市 

実施スケジュール 

 2024 年度 2025 年度 2026 年度 2027 年度 ～ 

検討      

実施      
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事業 8 安定運行に関する事業 

 

公共交通は，全国的に運転手の不足と高齢化が深刻な課題となっており，本市において

も運転手不足によって，今後の公共交通の維持が難しくなる状況にあります。 

運転手確保の対策は急務であり，効果的に取り組むため，交通事業者と行政が連携し，

就職相談会などの実施や運転手育成のための支援を実施します。 

 

事業 8-1 運転体験会や就職相談会などの実施 

運転手確保のため，行政と交通事業者が連携した運転体験会や就職相談会などを実施しま

す。 

 

 

「路線バス運転体験合同就職相談会」（交通事業者，北海道主催） 

2017 年度（平成 29 年度）に実施した北海道主催の合同就職相談

会では，女性ドライバー等によるトークイベントや路線バス運転体

験などのＰＲ事業も実施し，乗務員の採用にもつながりました。 

 

 

 

実施主体 

交通事業者，旭川市 

実施スケジュール 
 

 2024 年度 2025 年度 2026 年度 2027 年度 ～ 

検討      

実施      

  

 

事業 8-2 運転手確保に向けた支援 

交通事業者による運転手育成を支援するため，免許取得費用の補助などを実施します。 

 

 
公共交通を維持していくためには，運転手を安定的に確保する必要があります。北海道内

の第二種免許保有者は高齢化し，若年層の免許保有者は減少していることから，免許保有者

を雇用するだけでは，安定的な運転手の確保は難しい状況になってきています。近年では，

各交通事業者が，運転免許取得費用を負担するなど，運転手の育成に取り組んでおり，2023

年度（令和５年度）からは，そのことを支援する旭川市の事業が行われています。 

実施主体 

交通事業者，旭川市 

実施スケジュール 
 

 2024 年度 2025 年度 2026 年度 2027 年度 ～ 

検討      

実施      

  

  

取組事例 

交通事業者における運転手育成 
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5-3  計画の進行管理 
（1） 計画の実施主体と分担 

本計画は，「行政」「交通事業者」「市民」等の協働，連携により，計画目標の達成に向けて，

それぞれの役割分担を明確にして実施していきます。旭川市地域公共交通会議及び旭川市地域

公共交通計画分科会を継続して開催し，事業の進捗状況の確認を行い，関係者と連携した事業

の実施を促していきます。 

 

（2） ＰＤＣＡサイクルによる進行管理 

本計画は，計画の策定（Plan），施策・事業の実施（Do），進行管理・評価（Check），見直し・

改善（Action）を繰り返す PDCA サイクルの考え方により推進していきます。進行管理・評価

（Check）に当たっては，本計画の事業スケジュールや目標値を活用していきます。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-1 ＰＤＣＡサイクルによる進行管理のイメージ 

 

  

旭川市地域公共交通会議 

・交通事業者 ・交通事業者団体 ・市民又は利用者の代表者 ・警察 ・道路管理者 

・学識者 ・国土交通省 ・北海道 ・旭川市庁内関係部署等 

旭川市地域公共交通計画分科会 

・交通事業者 ・道路管理者 ・国土交通省 ・北海道 ・旭川市庁内関係部署等 

 

関係者が一体的な取組を行うための組織 

 

ＰＤＣＡサイクル 

旭川市地域公共交通計画
の策定 

施策・各種事業 
メニューの実施 

課題の改善 
取組内容の見直し 

実施状況の進捗管理 
効果の評価，課題確認 
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（3） 評価スケジュール 
最終年（2027 年度）に目標値の達成状況の評価等を行います。 

 

 

＜計画の期間＞ 
  

 

 

 

 

＜評価，見直しの進め方＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-2 ＰＤＣＡサイクルによる進行管理のイメージ 

 

 

                          実施主体：旭川市地域公共交通会議 

実施する時期 内容 

毎年 
旭川市地域公共交通会議を開催し，関係者間で情報共有を図り進捗を把

握し，事業の円滑な実施を行います。 

目標年 

（2027 年度） 

事業の進捗状況及び設定した目標の達成状況を確認，評価します。また

課題の把握，解決方法を検討し，計画の改定や，2027 年度以降の取組を

検討します。 

 

 

 

 

５年間 
策
定 

目標

施策

事業

第１サイクル 

進
捗
把
握 

評
価
改
善 

第２サイクル 

５年間 完
了 

評
価 

見直し 

（2023 年度） 

地域公共交通計画：５年  

2023～2027 年度  

地域公共交通網形成計画：５年 

2018～2022 年度 

「ＰＤＣＡサイクル」 

による進行管理 
「ＰＤＣＡサイクル」 

による進行管理 

評価の内容と実施主体 
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